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「いじめ」，「体罰」，「ハラスメント」など，今，社会的な問題になっている事象は，被害

にあった生徒の教育を受ける権利を奪うだけでなく，その心身の健康を損ない，健全な成長

を妨げるものです。更にその生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるもので

す。学校では，そのような危機から生徒を守るために，校内に相談窓口を設け，速やかに対

応していきます。 

 

私たち教職員は，「いじめは，どの学校・どの学級・どの生徒でも起こりうるものであ

る。」という基本認識に立ち，すべての生徒が安全で安心して学校生活を送ることができるよ

う，いじめのない学校づくりに努めていきます。 

また，「体罰」，「ハラスメント」は絶対に許されない行為であり，学校の中でそういった問

題が起こらないように，予防に努めていきます。 

 

生徒の皆さんへ 

 学校では「いじめ」，「体罰」，「ハラスメント」などの早期発見のために，教育相談アンケ

ートをとり，定期的な教育相談を行いますが，生徒の皆さんは，困ったことや悩んでいるこ

と，不安に感じることがあればいつでも相談してください。相談する相手は担任を始め，保

健室の先生や話しやすい先生であれば，どの先生でも構いません。何かあればすぐに相談し

てください。 

 

保護者の皆様へ 

 学校で子どもたちの生活を脅かすのは，子ども同士のトラブルだけとは限りません。教職

員などの大人による，生徒への「いじめ」「体罰」「ハラスメント」なども起こる可能性があ

ります。三隅中学校では，そのような問題が起きないよう，日頃から研修を重ね，生徒の成

長を促す温かな指導・支援に努めていますが，もし万が一，そのような行為，あるいは心配

等の不安がございましたら，教頭，養護教諭が窓口となりますので，いつでもご相談くださ

い。 

相 談 窓 口 

教  頭   勝 部   強 

養護教諭   岩 下 麻優美 
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